
刑事訴訟法等の一部を改正する法律について②
―検察審査会の議決に基づく公訴の提起及びその維持―

検察審査会の審査（第一段階）

起訴相当の議決 不起訴不当の議決 不起訴相当の議決
( 人中８人以上の多数) (過 半 数) (過 半 数)11

検察官の再捜査・再処分

検察官が
・不起訴処分
・一定期間（原則３か月）内に公訴提起せず

検察審査会の審査（第二段階）

○ 弁護士に委嘱して法的助言を得ることを必要的とする。
。○ 起訴すべき旨の議決をするためには検察官の意見聴取を必要的とする

起訴をすべき旨の議決 起訴議決に至らなかった
旨の議決（ 起 訴 議 決 ）

( 人中 人以上の多数) (左記以外の場合はすべて)11 8

議決書謄本の送付を受けた裁判所
（ ）が検察官役の弁護士 指定弁護士

を指定

指定弁護士が公訴を提起し、公判に
立会して公訴の維持に当たる

（注）網掛け部分は検察審査会における手続


